
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
五
九

月 曜 日

第
二
千
八
百
六
号

　

平
成
三
十
年

七
月
九
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
）	

三
五
九

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
（
二
件
）	

三
六
〇

○
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況	

三
六
〇

○
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況	

三
六
一

○
平
成
三
十
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施	

三
六
二

○
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
三
件
）	

三
六
六

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
平
成
三
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て	

三
六
七

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
（
二
件
）	

三
七
一

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

保
安
林
の
所
在
場
所　

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
中
丸
六
二
四
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
六
二
一
二
の
一
、
六
二
一
二
の
三
、
六
二
二
五
、
六
二
二
七
、
六
二
四
一
、
字
上
ノ
山
六
二

八
〇
、
六
二
八
〇
の
二
、
六
二
八
一
、
字
条
本
六
二
六
三
の
一
か
ら
六
二
六
三
の
六
ま
で

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

	　

字
中
丸
六
二
四
〇
・
六
二
四
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

六
二
一
二
の
一
、
六
二
一
二
の
三
、
六
二
二
五
、
六
二
二
七
、
字
上
ノ
山
六
二
八
〇
、
六
二
八

〇
の
二
、
六
二
八
一

　
　

2
	　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

3
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

保
安
林
の
所
在
場
所　

上
野
原
市
西
原
字
沢
入
六
〇
〇
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
、

六
〇
四
一
、
六
〇
四
二
の
一

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

	　

字
沢
入
六
〇
〇
三
・
六
〇
四
二
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

2
	　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

3
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
〇

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

保
安
林
の
所
在
場
所　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
長
浜
字
尾
崎
一
六
五
五
の
乙
二
地
先
・
一
六
五

五
の
乙
三
地
先
・
一
六
五
五
の
乙
四
地
先
（
以
上
三
筆
地
先
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）
、
一
六
五
五
の
乙
四
、
一
六
五
五
の
乙
五

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

	　

字
尾
崎
一
六
五
五
の
乙
二
地
先
・
一
六
五
五
の
乙
三
地
先
・
一
六
五
五
の
乙
四
地
先
（
以
上

三
筆
地
先
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

2
	　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

3
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
蒲
公
英

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

明
石
泰
子

　

3　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
字
道
添
三
千
九
百
十
三
番

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
北
杜
市
及
び
近
隣
の
人
々
に
対
し
、
安
心
で
素
材

に
こ
だ
わ
っ
た
手
作
り
の
食
事
を
提
供
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
を
運
営
す
る
と
と
も
に
、
高

齢
者
や
子
育
て
世
代
へ
の
支
援
を
通
じ
て
、
地
域
を
結
び
、
助
け
合
い
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

三	　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
七
月
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
梨
水
晶
会
議

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

宮
川
守

　

3　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
小
瀬
町
三
百
十
五
番
地
二
十
六

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
対
し
て
、
山
梨
の
旧
水
晶

鉱
山
の
保
存
及
び
水
晶
産
業
の
継
承
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
経
済
の
発
展
と
環
境
保
全
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三	　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
七
月
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で

◉　

個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

　

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

個
人
情
報
保
護
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数

一
、
一
〇
四
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
件
数

一
〇
、
〇
五
二
件

三
六
〇



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
一

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
処
理
状
況

一
〇
、
〇
五
二
件

審
査
請
求
の
件
数

〇
件

審
査
請
求
の
処
理
状
況

〇
件

事
業
者
の
登
録
状
況

八
四
三
件

事
業
者
に
対
す
る
調
査
、
助
言
、
勧
告
及
び
公
表
の
件
数

〇
件

二　

実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
状
況

知
事

一
三
七
件

教
育
委
員
会

六
、
三
〇
三
件

人
事
委
員
会

三
三
八
件

警
察
本
部
長

三
、
〇
五
五
件

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

八
八
件

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学

一
三
一
件

◉　

行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況

　

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

行
政
文
書
の
開
示
状
況

開
示
請
求

七
九
二
件

開
示
決
定

合
計

六
八
五
件

全
部
開
示
決
定

一
九
六
件

一
部
開
示
決
定

四
八
九
件

不
開
示
決
定

六
三
件

取
下
げ

四
四
件

不
服
申
立
て
（
審
査
請
求
）

三
件

不
服
申
立
て
（
審
査
請
求
）
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定

七
件

二　

実
施
機
関
別
の
請
求
の
状
況

知
事

七
〇
一
件

議
会

二
一
件

教
育
委
員
会

二
四
件

選
挙
管
理
委
員
会

九
件

公
営
企
業
管
理
者

四
件

警
察
本
部
長

二
一
件

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

四
件

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学

一
件



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
二

山
梨
県
土
地
開
発
公
社

一
件

山
梨
県
道
路
公
社

六
件

◉　

平
成
三
十
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施

　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
知
事
か
ら
一

般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
委
任
さ
れ
た
行
政
書
士
試
験
に
つ
い
て
、
行
政
書
士
試

験
の
施
行
に
関
す
る
定
め
（
平
成
十
一
年
自
治
省
告
示
第
二
百
五
十
号
）
第
八
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

理
事
長　
　

磯　
　

部　
　
　
　
　

力　
　



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
三

１ 試験期日 平成３０年１１月１１日（日）午後１時から午後４時まで
 

２ 試験場所 甲府市武田４－３－１１ 山梨大学 甲府東キャンパス
 

３ 試験の科目及び方法

（１）試験の科目

試験科目 内容等

行政書士の業務に関し必要な

法令等（出題数４６題） 

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不

服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心と

する。）、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法

令については、平成３０年４月１日現在施行されている法令に

関して出題します。 

行政書士の業務に関連する一

般知識等（出題数１４題）

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解

（２）試験の方法

  ア 試験は、筆記試験によって行います。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書 

士の業務に関連する一般知識等」は択一式とします。

※ 記述式は、４０字程度で記述するものを出題します。
 

４ 受験願書及び試験案内の配布と請求方法

（１）受験願書及び試験案内の窓口での配布

ア 配布期間 平成３０年７月３０日（月）から同年８月３１日（金）まで 

イ 配布場所 次の表に掲げる場所 

配布場所 所在地 配布時間 備考

山梨県総務部行政経営管理課 甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県庁北別館３階

８：３０～

１７：００

峡東地域県民センター 甲州市塩山上塩後１２３９－１ 

東山梨合同庁舎

峡南地域県民センター 南巨摩郡富士川町鰍沢７７１－２ 

南巨摩合同庁舎

中北地域県民センター 韮崎市本町４－２－４ 

北巨摩合同庁舎

富士・東部地域県民センター 都留市田原３－３－３ 

南都留合同庁舎

山梨県庁別館２階 

（やまなし観光推進機構）

甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県庁別館２階

８：３０～

１７：００

土・日を含

む。

山梨県行政書士会 甲府市丸の内３－２７－５ 

山梨県行政書士会館

９：００～

１７：００

（注）備考欄に注意書きのある場所を除いて、土曜日及び日曜日は配布を行いません。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
四



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
五

  （ウ）利用できるコンビニエンスストア

     セブン－イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、セイコー

マート、サークルＫ、サンクス、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリー

ストア及びニューヤマザキデイリーストア

（３）受験手数料 ７，０００円 

   受験手数料の払込み方法については、試験案内をご覧ください。なお、払込みに要する費 

用は、受験申込者の負担となります。 

また、一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、試験を実施しなかった場合

などを除き、返還しません。 
 

（４）連絡先（問合せ先） 

一般財団法人行政書士試験研究センター 

電話番号 ０３－３２６３－７７００ 

６ 特例措置の実施

（１）身体の機能に障害のある方等で、車椅子の使用、補聴器の使用、拡大鏡の持込みなど、受

験に際して必要な措置を希望される方には、障害等の状況により希望される措置を行うこと

があります。なお、申出の時期や障害の内容等によっては希望に沿えない場合もあります。 

（２）受験に際して必要な措置を希望される場合は、受験申込み（「郵送による受験申込み」又

は「インターネットによる受験申込み」）をする前に、必ず一般財団法人行政書士試験研究

センターまでご相談ください。
 

７ 合格発表の日時及び方法 

（１）日時 平成３１年１月３０日（水）午前９時

（２）方法 一般財団法人行政書士試験研究センター事務所の掲示板に合格者の受験番号を公示

（掲示）します。なお、公示後、受験者には合否通知書を郵送します。また、一般財

団法人行政書士試験研究センターのホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）にも

合格者の受験番号を掲載（掲載開始時間は、合格発表日の午前中）します。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
六

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
早
川
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
字
大
之
辻
二
五
八
六
の
一

望
月
馨

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
字
保
代
作
二
六
四
六
の
内
四

望
月
唯
茂

南
巨
摩
郡
早
川
町
早
川
字
長
知
島
一
六
〇
五
の
内
二

桂
原
虎
治
郎

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
八
七
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

深
澤
み
ど
り

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
八
八
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

深
澤
か
つ
よ

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
八
九
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

深
澤
弁
開

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
九
五
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

深
澤
義
治

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
九
八
の
二

深
沢
大
右
ェ
門

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示　

平
成
三
十
年
六
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
三

十
八
号

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

早
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
富
士
川
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
大
刈
二
四
の
二

堀
口
孝

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
五
〇
、
三
四
の
五

一

草
塩
光
眞
、
堀
口
勇
永

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
五
二

依
田
岩
嶺

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
大
刈
二
〇
の
二

依
田
勝

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
二
八
の
二

依
田
文
子

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
一
四

依
田
和
徳

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
一
五

長
田
德
明



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
六
七

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
二
八
の
三

望
月
永
夫

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
桂
沢
一
三
の
一

望
月
方
治

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
三
〇
の
五

堀
口
秀
人

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
二
六
の
八
、
二
八
の
一
、

二
八
の
七

堀
口
正
子

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
大
刈
二
一
の
一
二

堀
口
静
香

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示　

平
成
三
十
年
六
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
四

十
号

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
富
士
川
町
役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
木
荒
山
二
四
五
五
の
三

松
井
安
夫

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
建
石
二
三
八
一
の
二
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

株
式
会
社
ほ
う
ぜ
い

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
木
荒
山
二
四
五
三
の
二
、

二
四
五
五
の
二
、
二
四
五
八
の
二

駒
井
宏
樹

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
木
荒
山
二
四
五
五
の
八
、

二
四
五
八
の
六

石
田
光

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示　

平
成
三
十
年
六
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
三

十
二
号

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

人
事
委
員
会

◉　

平
成
三
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

　

平
成
三
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三　
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１ 試験職種及び採用予定人員等 

試験職種 採用予定人員 職 務 内 容 等 

行政 ３名程度 

県の各機関に勤務し、一般行政事務に従事する。 

高度の知識・経験を必要とする業務を行う主事相当

職又は主任相当職として採用する。 

 

２ 受験資格 

(1) 昭和３４年４月２日以降に生まれた者 

(2) 山梨県外に登記簿上の本店を置く民間企業等や山梨県外に本庁所在地を置く公的

機関等における正規雇用形態の職務経験を５年以上（平成30年3月末現在）有する者

（ただし、平成30年4月1日以降、山梨県内に登記簿上の本店を置く民間企業等に勤務

している者又は勤務した経験のある者は除く。） 

ア 「山梨県外に登記簿上の本店を置く民間企業等や山梨県外に本庁所在地を置く公

的機関等における正規雇用形態の職務経験」には、民間企業の従業員、自営業者、

公務員等として、１年以上継続して就業した期間が該当し、職務経験が複数の場合

は通算できるものとする。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、い

ずれか一の職歴に限るものとする。 

・ 勤務していた事業所における正規雇用形態の職員と週当たりの勤務時間が同じ

勤務形態で就業していた期間は職務経験に通算することができる。 

・ 休暇・休業・休職等のため１ヶ月以上継続して勤務しなかった期間（産前産後

休暇を除く。）は職務経験から除く。 

イ 「平成30年4月1日以降、山梨県内に登記簿上の本店を置く民間企業等に勤務して

いる者又は勤務した経験のある者」とは、山梨県内に登記簿上の本店を置く民間企

業等や山梨県内に本庁所在地を置く公的機関等における正規雇用形態の職員とし

て勤務している者又は勤務した経験のある者であって、アルバイトやパートタイム

形態で勤務している者を除く。 

ウ 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第１３条第１項第４

号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉

仕活動を行うために必要な国内における訓練を含む。)に１年以上継続して参加し

た期間は含むことができる。 

ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できない。 

    ア 日本国籍を有しない者 

      イ 地方公務員法第１６条に該当する者(以下のいずれかに該当する者) 

     ・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

      ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

    ・山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試験案内掲載日、受付期間、受付時間及び受付方法 
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  (1)  試験案内掲載日（山梨県ホームページ/職員採用サイトに掲載） 

     平成３０年７月１３日（金） 

 (2) 受付期間 

・平成３０年８月９日（木）から平成３０年８月３１日（金）まで 

・平成３０年８月３１日（金）は、午後５時１５分までに正常に受信したものに

限り受け付ける。 

 (3) 受付時間 

     期間中、常時受付 

 (4) 受付方法 

     インターネットによるものとする。 

 

４ 試験日及び試験会場 

区   分 試 験 日 試 験 会 場 

第１次試験 

平成３０年９月１６日（日） 

（受付時間）午前８時３０分から 

午前８時５０分まで 

山梨学院大学 

（甲府市酒折二丁目４－５） 

第２次試験 

平成３０年１０月１４日（日） 
山梨学院大学 

（甲府市酒折二丁目４－５） 

平成３０年１０月２７日（土）又は平成 

３０年１０月２８日（日）のいずれか指 

定する１日 

山梨県立大学 

池田キャンパス 

（甲府市池田一丁目６－１） 

 

５ 試験方法 

区分 試験種目 内 容 

第 

１ 

次 

試 

験 

 

教養試験 

〔試験時間120分〕 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、五肢選

択式による高等学校程度から大学卒業程度の難度の筆記試

験を行う。 

・出題数は４０題とする。 

【出題分野】 

知識分野 

（時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題） 

知能分野 

（文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問

う問題） 

 

第 

２ 

次 

試 

験 

 

人物試験 

公務員として職務遂行に必要な素質及び適性を有するか

どうかについて、適性検査を行う。 

社会性、貢献度、指導性等について、集団討論を行う。 

表現力、積極性、創造性等について、個別面接(2回)を行

う。 
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論文試験 

〔試験時間90分〕 

文章による表現力、構成力、課題に対する理解力等につい

て、記述式による試験を行う。 

資 格 調 査 
受験資格の有無、申込書記載事項の真否について、調査を行

う。 

※ 第１次試験は、活字印刷文（活字の大きさは１０ポイント）により出題する。 

※ 集団討論及び論文試験の課題は、試験日の前日までに人事委員会事務局において決定

する。 

※ 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順、最終合格者は、第１次試験、第２

次試験の合計得点の高い順位に、それぞれ決定する。ただし、次の表に揚げる基準に

該当する場合は、合計得点が高くても不合格となることがある。

区分 試験種目 基準 

第１次試験 教養試験 得点が配点の３割未満の場合 

 

なお、他の試験種目にもそれぞれ一定の基準があり、一つでも基準に該当する場合

は、合計得点が高くても不合格となることがある。 
 
※ 最終合格者を決定する際、最終合格ラインに得点が同点の者がいた場合には、第２

次試験・人物試験の得点により合格者を決定し、なお同点の場合は、第１次試験の得

点により合格者を決定する。 

 

６ 合格者の発表 

  (1)  合格発表日 

     ア 第１次試験合格者発表      平成３０年９月２８日（金） 

       イ 最 終 合 格 者 発 表          平成３０年１１月５日（月） 

  (2)  合格発表の方法等 

各試験の合格発表は、県庁の掲示板に受験番号を掲示するとともに合格者に書面で

通知する。また、掲示内容は掲示後、山梨県ホームページ／職員採用サイトにも掲載

する。 

 

７ 給与 

  採用試験に合格し採用される者の初任給（地域手当を含む。）は、例えば、３０歳で

民間企業等の職務経験が８年である場合、２３４，９００円程度となる。 

なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによる。 

このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応じて支

給される。 

 

８ その他 

(1) 人物試験集団討論及び論文試験の課題の出題例は、山梨県ホームページ／職員採

用サイトに掲載するとともに、山梨県県民情報センターにおいて閲覧等の用に供する

ものとする。 

(2) 詳細は、「平成30年度山梨県（U･Iターン型）民間企業等職務経験者職員採用試験

案内」による。 

三
七
〇
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公
安
委
員
会

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他

の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

山
梨
県
警
察
本
部
長　
　

青　
　

山　
　

彩　
　

子　
　

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

1　

借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量　

運
転
免
許
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
県
間
通
信
装
置　

一
式

　

2　

借
入
物
品
等
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

　

3　

借
入
期
間　

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

　

4　

借
入
場
所　

山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

三	　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

　

1
	　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

　

2
	　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い

こ
と
。

　

3
	　

平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
三
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
十
一
号
）
の
一
に
定
め
る

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
入
札
の
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ

と
。

　

4
	　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

　

5
	　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と

み
な
す
。

　

6
	　

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な

す
。

　

7
	　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
な
い
こ
と
、
又
は
法

人
で
あ
っ
て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

　

8
	　

法
人
税
、
地
方
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
社
会
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

　

9
	　

政
治
活
動
並
び
に
特
定
の
公
職
者
及
び
政
党
を
推
薦
、
支
持
又
は
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

　

10	　

機
密
漏
洩え
い

防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

　

11	　

仕
様
書
に
定
め
ら
れ
る
業
務
内
容
を
、
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
し
得
る
こ
と
。

　

12	　

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談

役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
て
業
務
を
執

行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
い
な
い
法
人
で

あ
る
こ
と
。

　
　

㈠　

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

　
　

㈡	　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
　

㈢	　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の

六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

　
　

㈣　

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

四　

入
札
手
続
等

　

1
	　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
〇

二
〇
二　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
二
五
番
地　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

庶
務
担
当　

電
話
〇
五
五
｜
二
八
五
｜
〇
五
三
三

　

2
	　

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
八
月
一
日
（
水
）
ま
で
の
山
梨

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
七
二

の
休
日
」
と
い
う
。）
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で
に
四
1
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
最
終
日
（
八
月
一
日
）
の
交

付
時
間
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

　

3
	　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日
（
火
）
午
前
十
一
時　

山
梨

県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー
二
階
多
目
的
ル
ー
ム

　

4
	　

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日
（
月
）

午
後
四
時
ま
で
に
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
庶
務
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
〇
二

〇
二　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
二
五
番
地
）
に
必
着
す
る
こ
と
。

　

5
	　

入
札
方
法　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の

八
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
八
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

6
	　

入
札
の
無
効　

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、

入
札
条
件
に
違
反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

7
	　

落
札
者
の
決
定
方
法　

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部

長
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定

価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

五　

そ
の
他

　

1
	　

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　

2
	　

入
札
保
証
金　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

3
	　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

4
	　

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項　

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書

に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
八

月
十
三
日
（
月
）
ま
で
の
間
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
四
1
の
場
所
に
持
参
し
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る

こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
終
日
（
八
月
十
三
日
）
に
持
参
す
る
場

合
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

　

5
	　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

6
	　

長
期
継
続
契
約　

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る

契
約
は
、
山
梨
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七

年
山
梨
県
条
例
第
九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
翌
年
度
以
降
に
お
い

て
当
該
契
約
に
係
る
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
は
解
除
す
る
こ
と
が

あ
る
。

　

7
	　

そ
の
他

　
　

㈠	　

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
三
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
、
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
梨
県
警
察
は
損
害
賠
償
の
責

め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　
　

㈢　

問
合
せ
先　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課　

電
話
〇
五
五
｜
二
八
五
｜
〇
五
三
三

※			Sum
m
ary

　

1

　

	Required	goods	and	quantity	of	the	products	to	be	procured:	Inter-Prefectural

　

		T
ransm

ission	and	Reception	Com
puter	System

	for	D
rivers	License	File	D

ate,	1set

　

2

　

D
ate	and	tim

e	for	tender:	11:00A
M
	A
ugust	21,	2018

　

3

　

Bureau	in	charge:	License	D
ivision,	T

raffic	D
epartm

ent,	Y
am
anashi	Prefectural

　

		Police	H
eadquarters	825	Shim

otakasuna,	M
inam

i-A
lps,	Y

am
anashi,	400-0202

　

		Japan	T
EL	055-285-0533	

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他

の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

山
梨
県
警
察
本
部
長　
　

青　
　

山　
　

彩　
　

子　
　

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

1　

借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量　

地
図
ラ
イ
セ
ン
ス　

一
式

　

2　

借
入
物
品
等
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

　

3　

借
入
期
間　

平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

　

4　

借
入
場
所　

山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
通
信
指
令
課

三	　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
七
三

　

1
	　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

　

2
	　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い

こ
と
。

　

3
	　

平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
三
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
十
一
号
）
の
一
に
定
め
る

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
入
札
の
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ

と
。

　

4
	　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

　

5
	　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と

み
な
す
。

　

6
	　

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な

す
。

　

7
	　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
な
い
こ
と
、
又
は
法

人
で
あ
っ
て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

　

8
	　

法
人
税
、
地
方
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
社
会
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

　

9
	　

政
治
活
動
並
び
に
特
定
の
公
職
者
及
び
政
党
を
推
薦
、
支
持
又
は
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

　

10	　

機
密
漏
洩え
い

防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

　

11	　

仕
様
書
に
定
め
ら
れ
る
業
務
内
容
を
、
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
し
得
る
こ
と
。

　

12	　

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談

役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
て
業
務
を
執

行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
い
な
い
法
人
で

あ
る
こ
と
。

　
　

㈠　

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

　
　

㈡	　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
　

㈢	　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の

六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

　
　

㈣　

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

四　

入
札
手
続
等

　

1
	　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
八

五
八
六　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
通
信
指
令

課
通
信
運
用
係　

電
話
〇
五
五
｜
二
二
一
｜
〇
一
一
〇

　

2
	　

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日
（
金
）
ま
で
の

山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下

「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
に
四
1
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

　

3
	　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日
（
金
）
午
後
二
時　

山
梨
県

防
災
新
館
二
階
聴
聞
室

　

4
	　

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
三
日（
木
）

午
後
四
時
ま
で
に
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
通
信
指
令
課
通
信
運
用
係
（
郵
便
番
号
四
〇
〇

｜
八
五
八
六　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
必
着
す
る
こ
と
。

　

5
	　

入
札
方
法　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の

八
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
八
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

6
	　

入
札
の
無
効　

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、

入
札
条
件
に
違
反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
号　
　

平
成
三
十
年
七
月
九
日

三
七
四

　

7
	　

落
札
者
の
決
定
方
法　

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部

長
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定

価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

五　

そ
の
他

　

1
	　

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　

2
	　

入
札
保
証
金　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

3
	　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

4
	　

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項　

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書

に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
八

月
十
日
（
金
）
ま
で
の
間
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後

一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
に
四
1
の
場
所
に
持
参
し
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と

の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

5
	　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

6
	　

長
期
継
続
契
約　

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る

契
約
は
、
山
梨
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七

年
山
梨
県
条
例
第
九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
契
約
の
締
結
の

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削

除
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

7
	　

そ
の
他

　
　

㈠	　

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
三
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
、
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
梨
県
警
察
は
損
害
賠
償
の
責

め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　
　

㈢	　

問
合
わ
せ
先　

山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
通
信
指
令
課
（
電
話
〇
五
五
｜
二
二
一
｜
〇

一
一
〇
）

※			Sum
m
ary

　

1

　

	N
ature	and	quantity	of	the	products	to	be	procured:	Softw

are	Licences	for

　

		Y
am
anashi	Prefectural	Police	Inform

ation	N
etw
ork,	1set

　

2

　

D
ate	and	tim

e	for	tender:	2:00PM
	A
ugust	24,	2018

　

3

　

Bureau	in	charge:	Com
m
unication	Com

m
and	D

ivision,	Com
m
unity	Safety

　

		D
epartm

ent,	Y
am
anashi	Prefectural	Police	H

eadquarters	1-6-1	M
arunouchi	K

ofu

　

		Y
am
anashi	400-8586	Japan	T

EL	055-221-0110	


